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(57)【要約】
【解決手段】　
　この胃腸治療装置と治療方法は、主体と固着機構とを
備えた治療装置からなる。固着機構は、前記主体の胃腸
道内の末端への移動を阻止するために配されている。前
記主体は、胃腸道の部分にほぼ適した形状とされており
、第１壁体部と第２壁体部とを備えている。前記第１壁
体部は、一般的に密封された薄膜を特徴としている。前
記第２壁体部は傷跡形成領域を備えている。
【選択図】　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　胃腸治療装置において、
　胃腸道の部分に適合する形状に形成された主体を備え、この主体は第１壁体部と第２壁
体部とを備えており、第１壁体部は一般的に密封された薄膜を備えており、
　前記主体の胃腸道内の末端への移動を阻止する固着機構を備え、
　前記第２壁体部は傷跡形成領域を有し、該傷跡形成領域は、患者に瘢痕組織を形成する
機能を備えており、
　前記主体は患者における生体吸収性を備えていることを特徴とする胃腸治療装置。
【請求項２】
　前記傷跡形成領域には、硬化症の薬剤を含んでいることを特徴とする請求項１に記載の
胃腸治療装置。
【請求項３】
　前記硬化症の薬剤は、前記傷跡形成領域に塗布されて含まれていることを特徴とする請
求項２に記載の胃腸治療装置。
【請求項４】
　前記硬化症の薬剤は、前記傷跡形成領域と一体となっていることを特徴とする請求項２
に記載の胃腸治療装置。
【請求項５】
　前記第２壁体部は、骨接合材料を含んでいることを特徴とする請求項１から請求項４ま
でのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項６】
　前記第２壁体部は、患者内での瘢痕組織の形成を促進する物質上の特性を備えているこ
とを特徴とする請求項１から請求項５までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項７】
　前記固着機構は、前記主体の周囲に設けられた環状のフランジを含むことを特徴とする
請求項１から請求項６までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項８】
　前記固着機構は、穿孔が形成された薄膜を備えた材料の外側層を含んでいることを特徴
とする請求項１から請求項７までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項９】
　前記固着機構は、移動阻止用の爪を備えていることを特徴とする請求項１から請求項８
までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項１０】
　前記爪は、そのままの状態で係止することを特徴とする請求項９に記載の胃腸治療装置
。
【請求項１１】
　前記爪を係止させる係止装置を具備していることを特徴とする請求項９または請求項10
に記載の胃腸治療装置。
【請求項１２】
　前記係止装置はバルーンで構成され、該バルーンが膨張することにより前記爪を係止さ
せることを特徴とする請求項11に記載の胃腸治療装置。
【請求項１３】
　前記主体には貫通孔を形成してあり、この貫通孔は、前記主体を通過する食物の摂取割
合を調整するよう構成された断面領域を備えていることを特徴とする請求項１から請求項
12までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項１４】
　前記貫通孔は、断面の直径が、ほぼ０.５センチメートルからほぼ１.５センチメートル
の範囲内であることを特徴とする請求項13に記載の胃腸治療装置。
【請求項１５】
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　前記傷跡形成領域は、前記壁体の長手方向の部分に設けてあることを特徴とする請求項
１から請求項14までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項１６】
　前記主体に、放射線不透過性を有するマーカーが具備されていることを特徴とする請求
項１から請求項15までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項１７】
　前記主体は、内視鏡的に装入される構成を備えていることを特徴とする請求項１から請
求項16までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項１８】
　前記主体は、憩室疾患の患部に装入されるよう構成されていることを特徴とする請求項
１から請求項17のいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項１９】
　前記主体は、瘻孔患部に装入されるよう構成されていることを特徴とする請求項１から
請求項17までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項２０】
　前記主体は、腸や内臓を切開した患部に装入されるよう構成されていることを特徴とす
る請求項１から請求項17までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項２１】
　前記主体は、瘻孔に装入されるよう構成を備えていることを特徴とする請求項１から請
求項17までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項２２】
　前記主体は、狭窄症の部分に装入される構成を備えていることを特徴とする請求項１か
ら請求項17までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項２３】
　前記内側層が硬質あるいは半硬質であることを特徴とする請求項１から請求項22までの
いずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項２４】
　胃腸治療方法において、
　主体と固着機構を有する治療装置を備え、
　前記固着機構は、胃腸道内における前記主体の末端への移動に抗するために配され、前
記主体は、胃腸道の位置に適合する形状の壁体を備えて、第１壁体部と第２壁体部とを備
え、この第１壁体部は一般的に密封された薄膜を備え、前記第２壁体部は、傷跡形成領域
を備えて、前記主体は患者内における生体吸収性を備えており、
　前記治療装置を胃腸道の部分に配して、
　前記傷跡形成領域により前記胃腸道の位置に瘢痕組織を形成し、
　前記主体が患者内で吸収されることを特徴とする胃腸治療方法。
【請求項２５】
　前記治療装置が、内視鏡的に配されることを特徴とする請求項24に記載の胃腸治療方法
。
【請求項２６】
　前記治療装置が、(1)吻合と、(2瘻孔、(3)憩室疾患、(4)瘻孔部開口、(5)切開、(6)狭
窄症のうちの少なくとも一つを選択して、胃腸道の部分に装入されることを特徴とする請
求項24または請求項25に記載の胃腸治療方法。
【請求項２７】
　経胃外科処置の際に用いられることを含み、経胃外科処置の間に、前記腸の切開部に前
記治療装置が配されることをさらに含むことを特徴とする請求項24から請求項26までのい
ずれかに記載の胃腸治療方法。
【請求項２８】
　食物の通路を制限するために構成される瘻孔患部に胃の袋を形成することを含み、前記
瘻孔患部に前記治療装置が配されることをさらに含むことを特徴とする請求項24から請求
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項26までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項２９】
　前記開口の直径が、ほぼ０.５センチメートルからほぼ１.５センチメートルの範囲にあ
ることを特徴とする請求項28に記載の胃腸治療装置。
【請求項３０】
　少なくとも、直線状のステープル縫合と手作業による縫合、EEAのうちから選択されて
用いられて形成された瘻孔患部に前記主体を配することを特徴とする請求項28または請求
項29に記載の胃腸治療装置。
【請求項３１】
　腹腔鏡的に瘻孔患部を形成することを含む請求項28から請求項30までのいずれかに記載
の胃腸治療装置。
【請求項３２】
　胃バイパス処置の際に瘻孔患部を形成することを含む請求項28から請求項31までのいず
れかに記載の胃腸治療装置。
【請求項３３】
　瘻孔を形成する手順と同様の手順の際に前記主体を装入することを特徴とする請求項28
から請求項32までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項３４】
　瘻孔形成の処置後に前記主体を装入することを特徴とする請求項28から請求項32までの
いずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項３５】
　手術後の吻合部の修復に用いることを特徴とする請求項24から請求項26までのいずれか
に記載の胃腸治療装置。
【請求項３６】
　前記固着機構は、前記主体の周囲に環状のフランジを含んでいることを特徴とする請求
項24から請求項35までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項３７】
　前記固着機構は、穿孔か形成された薄膜による外側層を含んでいることを特徴とする請
求項24から請求項36までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項３８】
　前記固着機構は、移動阻止爪を具備していることを特徴とする請求項24から請求項37ま
でのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【請求項３９】
　前記爪はそのままの状態で係止されることを特徴とする請求項38に記載の胃腸治療装置
。
【請求項４０】
　係止装置を備え、該係止装置により前記爪を係止せることを特徴とする請求項39に記載
の胃腸治療装置。
【請求項４１】
　前記係止装置はバルーンを備えて、該バルーンの膨張により前記爪を係止させることを
特徴とする請求項40に記載の胃腸治療装置。
【請求項４２】
　前記主体に、放射線不透過性を有するマーカーが具備されていることを特徴とする請求
項24から請求項41までのいずれかに記載の胃腸治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、胃腸道に関する治療装置と治療方法を提案するものである。この治療装置
は、吻合や瘻管、憩室疾患、切込みまたは狭窄に使用できるものであり、他に応用するこ
ともできる。また、治療装置は、手術のための小孔を形成する場合にも用いられる。
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【背景技術】
【０００２】
　吻合術は、容認しがたい程の高い割合で漏出がある。これは、特に食道と腸の吻合の場
合に生じる。種々の吻合装置が提案されている。この種の従来の装置は、管状内臓の結紮
とそこでの漏出を伴わない部分の機械的な接合に関するものである。そのうえ、従来の装
置は、当該部分を接合するために複雑な操作を必要としている。例えば、従来の装置の多
くでは、その装置を使用するに当たって、専門の器具を必要としている。複雑さは、分割
されたそれぞれの手段を結合させるための負担をかけ、専門の器具は、吻合に要する時間
を増加させると共に、従来の装置を用いることによる適用を制限することになる。
【０００３】
　また、従来の装置は、吻合の際にのみ利用できるものである。吻合の完了後に漏出が生
じた場合には、従来の装置では、対応できる構成が備えられていない。また、従来の装置
にあっては、吻合と瘻孔のいずれにも適用されるものではない。
【０００４】
　アメリカ合衆国では、毎年、25万件以上の胃のバイパス手術が行われている。患者は、
およそ18ヶ月以上にわたって、体重が最大60パーセント減少することになる。患者の少な
くとも10パーセントは、もとの体重に戻り始める。体重の増加は、しばしば、時間の経過
による吻合部の膨張あるいは拡張に負っている。瘻孔は、小腸に開いた袋のある吻合患部
にある。上述の拡張は、短時間で袋がからになるような満腹感の喪失を導く。吻合部の拡
張は、吻合部の形状や直線状縫合、手作業による縫合、EEA等の技術手段に関わりなく生
じる。
【０００５】
　袋の外側や憩室のパーフォレーションを含み、憩室疾患は、腸の切除を必要とする場合
がある。腸の漏出と瘻孔は、様々な薬物療法により患者を処置している間に、経口摂取を
制限することで、通常は治癒される。いずれの手順にも、明白なリスクがある。腸の切除
は煩雑であり、腹部感染を引き起こすおそれがある。経口摂取を制限することは、患者に
とって不愉快であり、患者を衰弱させるリスクがある。また、患者によっては、リスクを
より増加させる非経口的栄養補給を必要とする。
【０００６】
　腹腔が胃壁を通して視覚化されてアクセスされる、及び／または治療法である経胃外科
処置は、患者の精神的な傷を減少させる可能性を備えていると認識されている。しかしな
がら、そのような診療により意図的なあるいは偶発的な腸の切開は、経胃的なものでは修
復することは困難であるおそれがある。これは、従来のあるいは腹腔鏡による経胃外科処
置が将来回避する外科的処置にとって必要な結果となる場合がある。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　主体と固着機構とを備えた治療装置を含んだ発明の外観に従った、胃腸療装置と治療方
法である。前記固着機構は、胃腸道内の前記主体が末端へ移動すること阻止するために取
り付けられている。前記主体は、胃腸道の部分にほぼ適した形状とされており、第１壁体
部と第２壁体部とを備えている。前記第１壁体部は、一般的に密封された薄膜からなるこ
とを特徴としている。前記第２壁体部は、傷跡形成領域を備えている。前記主体は、患者
による生体吸収性を備えている。治療装置は、胃腸道の部分に装入されて、前記傷跡形成
領域は、胃腸道の部分で瘢痕組織を形成する機能を果たす。前記主体は、患者内で吸収さ
れて同化する。前記治療装置は、例えば、狭窄症の改善や、漏出あるいは瘻孔の抑制、吻
合部が拡張する危険性の減少等に利用される。
【０００８】
　前記治療装置は、(1)吻合と、(2瘻孔、(3)憩室疾患、(4)瘻孔部開口、(5)切開、(6)狭
窄症のうちの少なくとも一つを選択して、胃腸道の部分に装入される。治療装置は、食道
あるいは結腸を通して内視鏡的に装入される。
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【０００９】
　この治療装置は、経胃外科処置を行う際に用いられる。この治療装置は、経胃外科処置
の間、腸や内臓に形成された切開部に装入される。
【００１０】
　この治療装置は、食物の通過を制限するために取り付けられた、瘻孔患部を有する胃の
袋を形成する際に用いられる。この治療装置は、前記瘻孔患部に装入される。前記主体が
備えている貫通孔は、ほぼ０.５センチメートルからほぼ１.５センチメートルの範囲の直
径を有している。この治療装置は、少なくとも、直線状のステープル縫合と手作業による
縫合、EEAのうちから選択されて用いられもので形成された瘻孔患部に装入される。前記
瘻孔患部は腹腔鏡による手術の際に形成される。瘻孔患部は、胃バイパス処理の際に形成
される場合もある。前記主体は、瘻孔の形成時、あるいは瘻孔の形成後でも、同様の処置
が行われる間に装入される。
【００１１】
　前記治療装置は、手術後の吻合の修復に利用することでも差し支えない。
【００１２】
　前記固着機構は、前記主体の周囲を囲む環状のフランジを含んでいるものでよい。前記
固着機構は、穿孔が設けられた薄膜による材料で外側層が形成されているもので構わない
。前記固着機構は、移動阻止用の爪を含んでいても構わない。前記爪は、係止装置等によ
り、そのままの状態で係止される。前記係止装置は、バルーンを備えており、前記爪は、
バルーンの膨張により係止されるものでよい。
【００１３】
　放射線不透過性を備えたマーカーを前記主体に具備させることもできる。このマーカー
は、患者内における前記主体の吸収と併せて、該主体の末端への移動を監視するために用
いることができる。
【００１４】
　この発明のこれらや他の目的は、添付した図面を参照して説明する以下の詳細を再検討
することにより明らかになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　図１に示した実施形態では、治療装置10は、食道や結腸、胃等のような胃腸道20の装着
部21に装入されている。装着部21は、例えば、吻合であり、外科医の好みに応じた通常の
やり方である、接合やステープル縫合、円形ステープル縫合、直線状ステープル縫合によ
るものである。治療装置10は、吻合などの際に、胃腸道の装着部21に締まりばめされる壁
体12を備えた主体11を含んでいる。前記締まりばめは、壁体12が自己拡張性を備えた材料
により.形成されることによるものであって構わない。自己拡張性材料は、.生体吸収性を
備えたものであることが好ましい。そのような素材として、例えば、ePTFE（延伸ポリテ
トラフルオロエチレン）やシリコン等がある。また、金属ベースによる生体吸収性材料は
、当業者の間では知られているものである。壁体は、壁体自体の自己拡張性に応じて拡張
可能な合成樹脂製のコイルを含むものであって構わない。壁体は、封止層を有する網状の
メッシュ材により形成されたものであっても構わない。他方、締まりばめは、器官に関す
る壁体２の直径以上に形成されることでよく、主体の端部の口を広げたり、器官内に適合
するように壁体の直径を一時的に縮小するようにすることで構わない。
【００１６】
　壁体12は、内側の層であって、密封膜を形成する第１部分14を含んでいる。内側層14は
、装置の貫通孔25を規定している。これは、治療を行っている間の外部への漏出に抗して
いる際に、胃腸道を通って食物やその他の材料の通過を容易にする。壁体12は、さらに、
外側の層からなり、患者内で瘢痕組織の形成を行う傷跡形成領域16である第２部分15を含
んでいる。傷跡形成領域は、主体11の長手方向に沿って第２部分15の全域にわたっている
ものでよく、あるいは、端部や中間等に配された分離された部分であっても構わない。瘢
痕組織は、患者に対して治療上の作用を促進させるものである。例えば、瘢痕組織は、胃



(7) JP 2009-515608 A 2009.4.16

10

20

30

40

50

腸道の壁を強化して、瘻孔や空洞部等を埋めることになる。内側層14は硬質あるいは半硬
質の素材で構わない。このように、第１部分14は、瘢痕組織の構成による結果に基づく収
縮に抗するために、治療装置が配置される胃腸道の患部を支持するための構造あるいは支
援を提供する。一度、瘢痕組織が形成されて、患者による吸収によって、顕著な拡張や収
縮のない所望のサイズとなって傷口が閉鎖したならば、主体11は除去することができる。
これは、一度、瘢痕組織が形成されると、拡張や収縮を生じないことによる。
【００１７】
　一の実施形態には、前記傷跡形成領域は、前記第２部分15に適合された硬化症の薬剤( 
sclerosant agent)を含んでいる。他方、前記硬化症の薬剤は、胃腸道の壁体と治療装置1
0との間に適用されることになる。あるいは、前記硬化症の薬剤は、側壁12の第２部分15
を形成する材料に混合する。前記硬化症の薬剤を側壁12と混合するのは、治療装置10の吸
収が硬化症の薬剤を胃腸道における傷口に対して分離して、傷跡の原因となるからである
。瘢痕組織が一度形成されると、側壁12はもはや胃腸道における開口の大きさの維持は必
要となくなる。前記硬化症の薬剤は、技術として知られている。例えば、他に知られてい
る硬化症の薬剤が使用されるかも知れないが、ナトリウムモルフュエイト(sodium morrhu
ate)がある。
【００１８】
　あるいは、傷跡形成領域16は、第２部分15あるいは壁体12の物質上の特性によって形成
されることになる。例えば、第２部分は、共重合体グリコリド（copolymer glycolide）
とトリメチレンカーボネイト（trimethylene carbonate）の多孔性構造により形成される
ものでよく、典型的なものとして、W.L. Gore ＆ Associates製のSeam Guarの商品名によ
り、商業的に入手することができる。他の実施形態としては、傷跡形成領域16は、Stryke
r Corporation製のものとして入手可能な骨接合材料を含むものでよい。そのような骨接
合材料は、傷口に傷跡を生成しながら局所的に骨細胞を形成することになる。
【００１９】
　治療装置10は、固定システム、あるいは固着機構含んでおり、符号13で示すように、胃
腸道内の物質の末端への移動の原因となる蠕動傾向に関連した治療装置の末端への移動に
抗する。固定システム13は透孔状や開窓の形状をしており、符号17は壁体12を通過する細
胞の成長促進を目的とするものである。細胞組織は、末端への移動から固定されることに
なる。壁体12が生体吸収性の材料で形成されている場合には、内生的な細胞組織は、患者
に主体が吸収される際に消散することになる。固定システム13には、壁体12から突出した
一連の突起部18が含まれる。突起部18には、鉤形やＶ字形の付属物、金属製の固着部材等
を含んでいる。前記突起部は、末端への移動に抗する方向を指向させてある。さらに、固
定システムは器官に治療装置をステープル止めしたり縫合することで構わない。１つ以上
の固定システムが用いられることは明瞭である。例えば、Ｖ字形の付属物は、細胞組織が
透孔７を通して成長する間、治療装置を一時的に固定するのに有効なものであって構わな
い。
【００２０】
　図２に示す実施形態では、固定システム113は、傷口における治療装置の配置上の本来
の位置にてバルーンが設置されているものである。固定システム113は、係止装置120の壁
体119に配された一連の爪118を備えている。壁体119の内部のバルーンは、壁体119を拡張
するために空気注入式により膨張するものであり、これにより前記爪が主体11の壁体を通
過し、胃腸道の壁体に突き刺さることになる。前記第１部分が自己封止性を有する材料で
形成されていれば、前記爪は深刻な漏出を引き起こすことはない。他方、爪118は、主体1
1の壁体で形成されて、主体11の開口21内に突出することとなる。膨張した状態のバルー
ンは、爪を外見上、胃腸道の壁体内に追いやることとなる。
【００２１】
　治療装置10は、食道や腸などの吻合を行う際に有用である。吻合を行う場合における使
用時には、外科医は治療装置10の一端を器官の一方の端部20に挿入し、治療装置10の他端
を器官の他方の端部20に挿入する。固定システム113が稼働中に一方向にのみ作用するな
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らば、固定システムが末端への移動に抗するのに適した方向へ合う位置に位置するように
注意を要する。吻合は、外科医にとって都合のよい手法により、当該外科医により行われ
る。吻合に漏出が生じていることが見つけられたならば、治療装置10を漏出のある位置に
位置させて、機能させる。器官に関しての吻合のある位置によって、治療装置10が、一例
として、内視鏡的なものや大腸内視鏡検査的なもののように挿入される。身体が備えてい
る自然の開口部を通してそのような挿入を行うために、従来の係止装置（図示せず）を、
壁体12を圧迫するための漏出防止装置に重ねて位置させることもできる。治療装置が吻合
患部に位置したならば、係止装置は漏出防止装置から退避させて、吻合患部に漏出防止装
置を装入させる。
【００２２】
　治療装置10を応用できる能力が提供されることによって、漏出の実行に併せて、吻合に
よる次の漏出に対して漏出防止の準備をすることができる。吻合が漏出を伴うことの予測
は常に可能というわけではなく、吻合時には漏出防止装置が挿入されていないことから、
上述の点は特に有用である。また、外科医が、漏出している吻合を治療することを要求さ
れた場合には、治療装置10は僅かな侵襲的な方法で敏速に装入することができる。治療装
置10はまた、傷跡形成の促進のために瘻孔内に適合させて、壁体12からの側面付属物を用
いて設定されるもので構わない。
【００２３】
　吻合の状況を説明したが、治療装置10が瘻孔の閉塞にも有用であるということは、当業
者にとって明かである。治療装置10の傷跡形成領域は、壁体12の特性が、胃腸壁の構築に
抗する間に、瘻孔を閉じるための瘢痕組織を形成する。一度、主体11が患者に吸収される
と、瘻孔は治癒される。瘻孔患部は、当該位置に装入された治療装置10によって敏速に閉
塞される。口や肛門のように身体が備えている自然の開口部を通して装入できることによ
り、治療装置10は特に有用である。したがって、例えば胃バイパス手術のような外科的処
置による瘻孔は、見つかり次第、僅かな侵襲的な方法で敏速に修復される。
【００２４】
　さらに別の実施形態として、治療装置110が、ほぼ円筒形をした壁体112を有している（
図３参照）。壁体112は半硬質で形成されて、自己拡張性を備えている。壁体112は、外側
表面15を備えており、内臓管状器官の管腔に締まりばめに適した形状に形成されている。
これにより、治療装置110は、結紮内臓管状器官の端部内に、拡張していない状態にある
壁体12が位置する。これは、壁体に適合すると共に壁体を圧迫する配送機構（図示せず）
により遂行される。治療装置が適宜に装入された後に、該治療装置は配送機構により配置
される。これは、自己拡張性の壁体が、内臓管状器官の管腔に締まりばめされるように拡
張すること可能とする。
【００２５】
　漏出防止と末端への移動に抗するための補助のために、壁体112にはフランジ126が取り
付けられていることに特徴がある。フランジ126を越えて通過した臓器の端部によって、
管腔からの腸の構成要素の漏出がより遅延される。また、フランジ126は、内臓内の治療
装置10の末端への移動を防止するために、移動阻止体を構成している。図３に示す実施形
態において、主体112は、反対側の端部18を有している。端部18のそれぞれは、結紮した
内臓管状器官の部分20の一部を受けて、締まりばめとなる。この締まりばめとフランジ12
6が遂行する機能に付加して、器官部分20を結合するために外科医により用いられた、縫
合やステープル止め等による吻合に対して補強が行われることになる。治療装置110は吻
合が行われる際に装入される。あるいはまた、漏出が生じた場合のように、壁体12を圧迫
することによって、身体が備えている自然の開口部を通して治療装置を装入することもで
きる。
【００２６】
　ルー・エヌ・Y胃バイパス（roux-en-y gastric bypass）の手順を図４に示してある。
その種の手順は周知の技術であり、図中のＳにおいてステープル止めして、小さな上部胃
袋Ｐを作りだし、それにより、摂取できる食物の総量を制限することによる。小腸の一部
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もまた迂回される結果、完全なカロリーの吸収を避けるために消化酵素と食物との混合を
遅延させる。目的は、早期の満腹感を体験することであり、食に対する切望感を減少させ
て、充足感を組み合わせることである。胃の袋あるいは瘻孔について知られている困難な
点は、小腸の空腸（jujunal）に対する開口が拡張するおそれがあることであり、瘻孔の
制限的な要素を減少させることである。外部バンドのような既存の解決策は、導管を衰弱
させる結果となるおそれがある。また、特定の状況においては、瘻孔からの開口は、該開
口を拡張するための干渉を必要とする結果、狭窄症を体験することになる場合がある。
【００２７】
　これらの困難を克服するための、瘻孔のサイズの維持についての治療方法は、細胞膜の
ほぼ封止する第１壁体部分214を有する主体212を備えた治療装置210の提供が含まれてい
る（図５参照）。側壁部分214は、主体212の長手方向に伸張して、食物を通過させる透孔
226を備えている。開口226は、主体212を通過する摂取食物の量を制御するために選択さ
れることになる断面Ａの部分を有するサイズとしてある。治療装置210は、さらに、食道
に合致するように形成されたサイズの拡開された端部218のような固着機構が具備されて
いる。
【００２８】
　硬化症の薬剤による場合等のような、傷跡形成部分215は、瘻孔の傷跡の原因となる壁
体212の外側部分に対して、適合させる。瘢痕組織は、側壁212の形状に応じて瘻孔を収縮
させる傾向にある。側壁部214は少なくとも半硬質であるから、瘻孔の収縮に一層、抗す
ることになる。瘢痕組織が一度形成されたならば、主体212は患者の吸収により除去され
ることができる。硬化症の薬剤は、側壁14の外側面に塗布することによってのみならず、
硬化症の薬剤を側壁部214を形成する材料に盛り込むことによって、主体212に対して直接
適用することができる。
【００２９】
　図示した実施形態では、開口226は、患者に応じたサイズでほぼ１.２cmの公称直径とし
て、ほぼ０.５cmからほぼ１.５cmの直径による断面部Ａを備えている。
【００３０】
　治療薬210と硬化症の薬剤との組合せによる利点は、治療装置が空腸の分岐における漏
出を未然に防止する効用が付加されることである。いずれにせよ、一度、瘢痕組織が形成
されて、漏出が治れば、瘻孔接合装置は溶けることになり、そのため、追加的な外部装置
を用いることなく身体を機能させることを可能とする。患者によって異なるものであるが
、患者内に瘻孔接合装置を装入している期間は、ほぼ６週間が費やされることとなる。瘢
痕組織の故に、治療装置が一度除去されると、瘻管の開口は、大幅に拡張される経験をす
ることはなくなる。
【００３１】
　他の応用は、この治療装置と治療方法によって開示されていることで見出される。例え
ば、それらは、瘢痕組織の形成過程がより永続的に開口の寸法を保持する間に、狭窄孔を
維持するための機械的形成を提供することによって、狭窄を治療するのに用いられ得る。
また、腸の憩室疾患に関して利用されることもできる。袋の設置の部位や憩室疾患によっ
て形成された瘻孔における治療装置の配置は、袋領域あるいは瘻孔を封止し、それ故、よ
り困難さを伴うことなく食物を経口により摂取することが可能となる。傷跡形成領域は、
袋の出口あるいは瘻孔を閉じるための瘢痕組織を形成することになる。既に生じているい
かなる膿傷も、経皮的なドレーン管がエックス線断層撮影（CTスキャン）に供されること
等によって排出されることができる。
【００３２】
　ここに開示された治療装置と治療方法は、経胃外科処置にも用いることが可能である。
意識的であるか無意識であるかに拘わらず外科医が腸における切開を遂行するならば、感
染症の発生を伴わないで切開部を治癒させるために、大腸内視鏡検査を用いて治療装置が
装入される。他の応用は、当業者にとって明らかなものである。
【００３３】
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　また、生体吸収性の材料から形成されたものについて説明したが、治療装置の主体は、
生体非吸収性の材料で形成されて、内視鏡を用いる等によって、瘢痕組織の形成完了後に
は取り除くようにしても構わない。
【００３４】
　以上に説明した実施形態の改変は、特許法上の均等の理論の原理に従って解釈される場
合には、添付した請求の範囲により意図されたこの発明の原理から逸脱することがない限
り、容認される。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】この発明に係る胃腸治療装置の外観を示す図である。
【図２】係止装置の断面図である。
【図３】他の実施形態を示す図で、図１に相当する図である。
【図４】この発明に係る胃腸治療装置と治療方法を実施して胃のバイパス処置を行った状
態を示す図である。
【図５】図４に示す治療装置の斜視図である。
【符号の説明】
【００３６】
　10　治療装置
　11　主体
　12　壁体
　13　固定システム
　14　第１部分（内側層）
　15　第２部分（外側表面）
　16　傷跡形成領域
　17　透孔
　18　突起部
　20　胃腸道（器官部分）
　21　装着部
　25　貫通孔
　110　治療装置
　112　主体（壁体）
　113　固定システム
　118　爪
　119　壁体
　120　係止装置
　126　フランジ
　Ｓ　ステープル止め
　Ｐ　上部胃袋
　210　治療装置
　212　主体（壁体）
　214　側壁部（第１壁体部分）
　215　傷跡形成部分
　218　端部
　226　透孔（開口）
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摘要(译)

[解决方案] 胃肠治疗装置和治疗方法包括具有主体和固定机构的治疗装
置。 提供锚定机构以防止受试者在胃肠道内向远侧迁移。 主体具有基本
上适合胃肠道的部分的形状，并且包括第一壁主体部分和第二壁主体部
分。 第一壁体通常以密封的薄膜为特征。 第二壁体部分具有疤痕形成区
域。 [选型图]图1
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